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（１）コミュニティバス等のコンセプト  

 

]  

 

】 

 

■現行の記載内容 【現行ガイドライン p.２】 ■検討の方向性 

 

①背景、課題                                                    

・さいたま市の地域公共交通計画基本方針【目指す将来像】（案） 

○市民の日常生活における移動手段の確保 

○便利で、利用され、魅力的なまちを支え続ける公共交通ネットワークの構築 

○持続可能な公共交通ネットワークの実現 

②論点                                                           

論 点 補完交通としてのコミュニティバス等はどのような役割を果たすべきか。 

③今後の検討方針（案）                                                

方向性１ コミュニティバス等の利用状況の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

方向性２ さいたま市全体の交通体系のあり方の確認 

・さいたま市の目指す交通体系について、上位計画、関連計画との整合性を確認。 
 

方向性３ 補完交通としての役割の確認 

✓コロナ禍による影響の確認 

・利用状況の確認。 

・今後の見通しの整理。 

✓国等による考え方の整理 

・路線バスと競合するコミュニティバス導入により利便性の低下が危惧される事例について把握。 
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資料４ 

路線バス 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 

乗合ﾀｸｼｰ 

公共交通の現状 
 

コミュニティバス

乗合タクシー

1.0%

路線バス

99%

1,212(人/日)124,263(人/日)

バス利用状況（R2年度・1日平均利用）
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（２）検討対象地域  

 

]  

 

】 

 

■現行の記載内容 【現行ガイドライン p.４】 ■検討の方向性 

 

①背景、課題                                                     

・検討対象地域外の要望・ニーズに応えられない。 

・高齢化の進展により、基準となる距離（駅まで 1㎞）の移動は遠い、という意見がある。 

・検討対象地域       以外も、コミュニティバス等による導入の対象とすべきではないか。 

 

②論点                                                           

論 点 検討対象地域はどうするべきか。 

 

③今後の検討方針（案）                                                

方向性 検討対象地域について、現在の対象要件の妥当性および見直しの必要性の検討 

 

●コミュニティバス等導入ガイドラインとして扱う検討対象地域の要件（現在） 

 

 

 

 

 

 

●検討対象地区の要件の妥当性、見直しの必要性の検討 

✓駅、バス停までの移動距離の実態 

→鉄道、路線バスを利用する際の、駅やバス停までの市民の移動距離の実態について、既存の 

移動実態調査※を用いて整理し、駅やバス停の徒歩圏を把握。 

※移動実態調査は、平成 30 年東京都市圏パーソントリップ調査という調査を活用  

パーソントリップ調査とは、「どのような人が」「どのような目的で」「どこからどこへ」 

「どのような交通手段で」移動したかなどを調べる調査。 

 

✓他都市事例との比較 

→他都市事例（埼玉県内自治体等）などから、運行便数の考え方を把握。 

 

✓市内コミュニティバス等の利用実態と沿線人口密度の関係性や、市内人口分布状況の確認 

→市内の路線の実態や人口状況について、最新データより把握、整理。 
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■ 交通空白地区の要件 

鉄道駅 1km、 

バス停 300mの圏域 

 

■ 交通不便地区の要件 

左記＋路線バス運行便数 

24 便/日未満 

 

■ 市街化調整区域内の 

既成市街地の要件 

人口密度 2,000 人/km2以上 



コミュニティバス等の導入ガイドラインの改定について 

3 

 

（３）サービス方針  

 

]  

 

】 

 

■現行の記載内容 【現行ガイドライン p.５】 ■検討の方向性 

 

①背景、課題                                                      

・運賃を 100円や無料に値下げすべきではないか。 
・運行頻度を増やすべきではないか。 
・運行時間帯・曜日を拡大すべきではないか。      

②論点                                                           

論 点 １ 運賃（コミュニティバス：対キロ区間制、乗合タクシー：定額制）の妥当性は。 

論 点 ２ 運行頻度（1時間に 1本程度）の妥当性は。 

論 点 ３ 運行時間帯・曜日（7時台～18時台、平日運行）の妥当性は。 

③今後の検討方針（案）                                                

＜さいたま市のコミュニティバスの現状＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

方向性 見直しの必要性の検討 

✓市内路線バスの運行実態 

・市内路線バスの平日、休日の運行実態を把握。 

✓他都市事例との比較 

・コミュニティバス等の運賃体系、運行頻度等の

他都市の事例を収集。（さいたま市のコミュニテ

ィバス等のサービス方針の妥当性を確認）  
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一便あたり乗車人数 
 

コミュニティバス

1便あたり平均乗車人数 ８人／定員28人乗車率 28.6％
4人／定員9人

乗合タクシー

1便あたり平均乗車人数
乗車率 44.4％

[R2年度のデータ] 

一人当たりの運行経費、運賃収入、市負担額 

24%

25%

76%

75%

運賃収入 市負担額

※車両減価償却費を含まない

705円 538円167円

(一人一乗車あたり)

982円 737円245円

コミュニティバス

乗合タクシー

運行経費※

コミュニティバス

乗合タクシー

運賃収入 市負担額

24%

25%

76%

75%

運賃収入 市負担額

※車両減価償却費を含まない

705円 538円167円

(一人一乗車あたり)

982円 737円245円

コミュニティバス

乗合タクシー

運行経費※

コミュニティバス

乗合タクシー

運賃収入 市負担額

[R2年度のデータ] 

[H30年度のデータ（乗降調査）] 

59%

70%

0% 50% 100%

西区

岩槻区

平日と休日の利用者数比較 平日

休日（西区・岩槻区コミュニティバス）



コミュニティバス等の導入ガイドラインの改定について 

4 

 

（４）検討主体・役割分担  

 

]  

 

】 

 

■現行の記載内容 【現行ガイドライン p.６】 ■検討の方向性 

 

①背景、課題                                               

・市として、政策的にコミュニティバス等を導入すべき、という意見がある。 

・高齢化が進む中、市民（地域の方々）の担う役割について、負担を感じる、という意見がある。 

→組織の立ち上げ、地域ニーズのとりまとめ、運行計画素案の作成、合意形成など。 

・事業者の運転手不足により、運営の課題などが生じている（全国的な課題）。 

②論点                                                             

論 点 １ だれが主体的に検討するべきか。 

論 点 ２ 関係者それぞれの役割分担はどうするべきか。 

③今後の検討方針（案）                                                

方向性１ 市民（地域の方々）が主体となった取組みについて、現行の考え方の妥当性の確認およ

び見直しの必要性の検討 

✓これまでの利用状況、収支状況の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓国等による考え方の整理 

・地域公共交通の確保、維持に向け、マイバス意識（自分たちのバス）への考え方の確認。 

✓他都市事例との比較 

・地域主体や行政主体の事例を収集（メリット、デメリットを整理）。 

 

方向性２ 役割分担のあり方の検討 

✓地域組織等へのヒアリング 

・地域組織や運行事業者へヒアリング調査を行い、課題把握、課題改善を検討。 

✓事例の収集 

・事例収集を踏まえた役割分担の検討。 

 

291,541

338,219

26.8%

29.8% 30.1%
30.8% 31.3% 31.7%

32.8%
33.7% 34.1% 33.2% 33.7%
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0
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ガイドライン導入

年間乗車人数（人/年） コミュニティバス

12,297
16,139 18,004

20,768 21,822

35,307

48,840

76,142

51,205
36.9%

31.3%

33.8%

37.0%
38.1%

39.4%

41.5% 41.7%

27.0%

20.0%
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ガイドライン導入

年間乗車人数（人/年） 乗合タクシー

コミュニティバス等の導入ガイドラインの改定について  

収支率上昇傾向 

収支率上昇傾向 

収支率 収支率 

※ R2 はコロナの影響により減少 

※ ※ 
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（５）運行継続・改善・廃止の判断指標 

]  

 

】 

 

■現行の記載内容 【現行ガイドライン p.25、33、45、49】 ■検討の方向性 
 

【新規導入の判断】  

◆本格運行継続・改善・廃止の判断（チェックポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガイドライン策定前に導入されたコミュニティバスの運行改善検討の判断】 

◆運行改善検討、実証運行、本格運行の判断（チェックポイント）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①背景、課題                                                      

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた外出自粛、生活様式の変化により、利用者数、収支率が低

下している。 

・コミュニティバス等の複数路線の導入が進んでいるが、今後導入する地域の中には、需要確保が難しい

地域も多く発生することが考えられる。（収支率確保が困難となることも考えられる） 

・収支率以外の指標（利用者数、利用者密度等）を検討すべきではないか、という意見がある。 

②論点                                                           

論 点 １ 運行基準（収支率 40%）はどうするべきか。 

論 点 ２ コロナ禍など非常時の利用減少に対して、運行基準をどのように扱うべきか。 

論 点 ３ 収支率以外の指標は必要か。 

③今後の検討方針（案）                                                

方向性１ 運行基準（収支率 40％）の見直しの必要性の検討 

✓利用状況、収支状況の傾向（地域状況など）をもとに、妥当性を検討 

✓他都市事例の運行収支率や年間輸送人員等を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性２ コロナ禍の暫定的な措置の検討 

✓現在の利用状況及び今後の公共交通全体の利用傾向や関連調査から検討 

✓市内路線バスの利用状況から特例措置の必要性や内容、及びその期間を検討 

 

方向性３ 収支率以外の基準の必要性の検討 

✓収支率以外の指標（収支率算出の目安とする）の必要性や有効性を検討 
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ｚｚｚｚ

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

事前準備

実証運行

本格運行

運行計画の
作成

□ 収支率
（実証運行前半6カ月）

40％以上

□ 収支率
（需要調査での試算）

30％以上

□ 収支率：40％未満

（2年間連続）

□ 収支率：40％以上

（2年間のうち、いずれか1年）

□ 収支率は上記を満たすが

地域に運行改善の意思あり

運行継続

運行改善

運行廃止
ｚｚｚｚ

□ 収支率
（実証運行前半6カ月）

40％未満
実証運行終了

実証運行前の運行内容に

変更し、新たな運行改善を検討

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

事前準備

実証運行

本格運行

改善計画の
□ 収支率
（実証運行前半6カ月）

前年度以上

□ 収支率
（需要調査での試算）

前年度以上

□ 収支率 （年度実績）

前年度以上

□ 収支率または利用者数

前年度未満

前年度以上 運行継続

運行継続

運行改善
運行改善 □ 収支率

（実証運行前半6カ月）

前年度未満

□ 収支率 （年度実績）

前年度以下

コミュニティバスの収支率の推移 
 

乗合タクシーの収支率の推移 
 

西区, 17%

見沼区, 23%

南区, 23%

桜区, 24%

北区, 29%

岩槻区, 26%

10%

20%

30%

40%

50%

H28 H29 H30 R1 R2

運行収支率
R2年度収支率

基準値（40％）

和土地区, 29%

指扇地区, 18%

大砂土東地区, 36%

片柳西地区, 13%

並木・加倉地区, 34%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

H28 H29 H30 R1 R2

運行収支率 R2年度収支率

基準値（40％）


